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巻 頭

� T- 報 号 外

富山大学の理念の決定並びに大学改革推進委員会答申

及び廃液等問題検討委員会報告を受けて

富山大学の理念が，将来計画委員会における慎重な検討を経て平成11年3月19日開催の評議会におい

て決定されました。基本理念として，「生命を尊重する共生の精神J I 「社会と共栄する学術研究の推

進」， 「豊かな人間性と創造性を培う教育」， 「地域社会や国際社会への貢献J及び「たゆまざる自己

啓発・自己改革」の5本の柱を掲げ，今後の本学の進むべき方向を指し示しております。

また，平成11年3月18日大学改革推進委員会から「I 富山大学の円滑な組織運営の方策について」，

「E 富山大学の教員人事の活性化の方策について」及び「E 富山大学の情報公開の推進の方策につ

いて」として答申を受けました。 本答申は， 今後の富山大学の改革を推進するための重要な提言であり

ます。

さらに， 平成11年3月19日には， 廃液等問題検討委員会から「廃液等による環境汚染防止対策につい

て」として報告を受けました。 本報告は，地域に聞かれた大学として環境に配慮した学園づくりを目指

すための重要な提言であります。

上記の答申及び報告については，評議会，教授会，関係委員会等で集中的に審議し，全学的な合意のう

えで可能な限り具体化したいと考えております。

大学を取り巻く環境は日々厳しさを増しております。 大学が，創造的な研究と有為な人材の育成， 地

域社会や国際社会への貢献を通じて社会的責任を果たし，豊かな未来を切り開いていくためには，自己

啓発・自己改革が不可欠であります。

ここに， 全学の教職員にできるだけ早く理解をいただくため，学報の号外として発行するものです。

最後に， 常にもまして多忙な中， 本学の理念， 答申， 又報告をとりまとめていただいた各委員会の委

員長をはじめ委員の皆様に深く謝意を表します。

平成11年4月

富山大学長 時 津 貢
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富 山 大 学の理念

科学技術， 産 業 の め ざ ま しい発展 に よ っ て 人類 は 自 然

を 改変し利用 す る巨大 な 力 を 獲得し． 経済的繁栄 と 福祉

の 増 進 を も た らす高度 の 物質文明 を 築 き 上げて き た 。 し

かし他方で 人類は， 地球環 境 の悪化や資源の枯渇， 国 際

的 な 対立， 核の脅威， 生 命倫理 の ゆらぎ な ど， そ の 生存

す ら危うくしか ね な い 大 き な 問 題 の 前 に立 た さ れて いる。

これらの 問 題 は 人類の英知 を 結集するこ と によ っ て の み

解 決が可能 で あ り ， こ の ような 意 味 で の 新しい知恵 を 創

造し． 社 会 の 繁栄 に 貢献 す るこ と が． 学術の 中 心 と し て

の 大学 に 求 め られ て い る。

富 山 大学 は， 大学 の使命 に 対 す るこのよう な 認 識 に 基

づい て 研 究 と 教育 を 統一的 な も の と し て 捉 え ， 「 生 命 を

毒事重す る共生 の 精神」 を 基本 に 置 い た 研 究 と 教育 を 目指

して い る。 研究 に お い て は ， 研 究者 の 自 主性・ 自 律性 を

重ん じ な がら も ， その社 会 的 責任 の 自 覚の も と に未来 を

切 り 拓 き ， 「社 会 と 共栄 す る学 術研 究 の 推進」 に 努 め ，

教育 に お いて は， 自 己の確立 と 人権 の尊重， 将来 を 担う

人 間 と して の社 会 的 責任 の 自 覚 を 促し な が ら， 「豊か な

人 間 性 と 創造性 を 培う教育」 を 展開し， そ れ に よ っ て ，

文化 の 進展 と 福祉の 向 上 に 貢献 す る有為 な 人材 を 育 成 す

るこ と を 目 標 と す る。

本学 の 教 育 目 標 は ， 4 年 一貫教育 の 中 で教養教育 と 専

門教育 と を 大学教育 の 両輪 と して位置づけ， 両者の バラ

ン ス の と れ た 連携 を 図 るこ と によっ て 達成 で き る も の で

あ る。 教養教育 に お い て は， 社 会 の 国 際化， 情報化 に 対

応して 外国語 を 含む言語能 力 や情報活 用 能力 を 養うだ け

で な く， 広く学 問 の諸分野 と その 現代 的意義な ど に つ い

て 学ばせるこ と に よ っ て ， 学 問 や社 会 に お い て 自 分 の 専

門 や行動 を 正しく位置づ け るこ と の で き る広 い 視野・知

識 と 健全 な批判精神． 総合的判断力 な ど を 養成 す るこ と

を 目指して い る。 更 に ， 社 会 環境 の 変化 を 視野 に 入 れ た

各学部 の 専 門 教育 を 行うこ と に よ っ て ， 自 ら進んで 課 題

を 探究し， 広 い 視野 と 豊か な 知識・高い 技能 に 基づい て

その解 決策 を 講ずるこ と の で き る人材の育成 を 呂指して

い る。

このよう な 人材の 育 成 は ． 大学 院 に お い て はよ り 高度

の レベルで求め られ て い る。 修士課程 お よび博士前 期 課

程 で は ， 広 い 視野 に 立 っ て 精深 な 学識 を 授 け， 専攻分 野
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評 議 会 決 定

に お ける研究能力， 高度 の 専 門 性 を 要 す る職業 に 必 要 な

知識や技能 を 養うこ と を 目的 と し， 博 士 後 期 課 程 で は ，

研 究者 と して 自 立して研究活 動 を 行い， 高度 に 専 門 的 な

業務に従事するの に 必 要 な 研 究 能力 およびそ の 基礎 と な

る豊か な 学識 を 養うこ と を 目 的 と している。 こ れ ら の 目

的 を 達成 す る た め， 学 問 の 学 際化・総合化 に 対 応し て 教

育研 究 の 多様化・高度化 の推進 に 努 め る。

ま た 本 学 は 「地域社 会 や国際社 会へ の貢献」 を も 大 学

の重要 な 責務 と して 捉 え ． 地域社 会 に お ける知的 活 動 の

中 心 と して， 地域 と の 連携協力 を 推進 し， 地 域 の 生 活 ，

経済， 文化の振興への 大 き な貢献 を行う と と も に， グロー

パリゼー シ ヨ ン の 進展 に 対応して 大 学 の 国 際 化 を 進 め ，

環 日 本海地域 と の連携 を 深 め る。 さ ら に， ア ジ ア ・欧米

諸国 な ど と の 学術・文化交流 を 推進 する。

このよう に 本 学 は， 創造的 な 研 究 と 有為な 人材の育成，

地域社 会 や 国際社 会への貢献 を 通 じ て 大 学 の 社 会 的 責 任

を 果 た す も の で あ り ， その た め教育研究 な ど の 公開性 を

高め な がら 「 た ゆ ま ざる 自 己啓発・ 自 己改 革」 に 努 め る

も の で あ る。

富山大学の基本理念－5つの柱ー

1. 生命を尊重する共生の精神

2. 社会と共栄する学術研究の推進

3. 豊かな人間性と創造性を培う教育

4. 地域社会や国際社会への貢献

5. たゆまざる自己啓発・自己改革
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I 富山大学の円滑な組織運営の方策について

II 富山大学の教員人事の活性化の方策について

m 富山大学の情報公開の推進の方策 に つ い て

（答 申）

平成11年3月18日

富山大学大学改革推進委員会

号 外
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富山大学大学改革推進委員会（答申）

一一富山大学の円滑な組織運営の方策について一一
一一富山大学の教員人事の活性化の方策について一一
一一富山大学の情報公開の推進の方策について一一

はじめに

平 成 10年 7 月 30 日 に 発足した 富 山 大学 大学改革推進委

員 会 （以下改 革推進委 員 会 ） は ， 10 月 2 日 開催 の 第 1 回

改革推進委 員 会 に お い て， 学 長 か ら， (1 ) 富 山 大 学 の 円

滑 な 組織運営 の 方策 に つ い て ， （2 ) 富 山 大 学 の 教 員 人 事

の 活 性 化 の方策 に つい て ， （3) 富 山大 学 の 情報公開 の 推

進 の方策 につい て ， の 3 つ の 事項 につ い て 諮問 を 受 け た。

い ず れ も 現在 進 め られ て い る大学改革の流れ の 中 で 根

幹 を な す 事項で あ る。 こ の 諮問 を 受 け 第 2 回 改革推進 委

員 会 に お い て ， 「管理運営専 門 委 員 会」． 「教 員 人 事 専 門

委 員 会」， 「情報公開専 門 委 員 会」 の 3 つの 専 門 委 員 会 を

設置し， そ れぞれ の 事項 につ い て 検討し， 素案を ま と め

るこ と と な っ た 。

管理運営専 門 委 員 会 に お い て は． 評議会， 部局長懇談

会， 各種委 員 会等 の 過去 3 カ年 の 開催状況・審議事項等

の 調査結果 を 踏 ま え， 学長， 学部長， 評議会及び部局長

懇談会 そ れぞれ の 役 割， 権 限等 の 機能分担 の 明確化， 並

び に 全学委 員 会 の 整理・統合 を 中 心 に 審議 を 重 ね た 。

教 員 人事専 門 委 員 会 に お い て は， 各 学 部 に 教 員 人 事 選

考資料 の 提出 を 依頼する と と も に， 各 学 部及びセ ン タ ー

に 任期 制 の 検討状況 の報告 を 要請し， これら資料及び報

告 を 踏 ま え， 教 員 組織 の 在 り 方及び教 員 選考 の 在 り 方 に

つい て 審議 を 重 ね た 。

情報公開専 門 委 員 会 に お い て は， 大 学 の教育研 究 活 動

を 積極 的 に 公開するこ と が社 会 か ら要求 さ れ， しか も ．

行政機関の 保 有 す る情報 の 公開 に 関 す る法律が施行 さ れ

るこ と を 踏 ま え， 富 山 大学 に お け る行政文 書 の 開示 ・不

開示情報 の 基準 作 り を 中 心 に 審議 を 重 ね た。

各 専 門 委 員 会 で の 検討期 間 は 6 カ月 と いう短期 間 で は

あ っ た が， 専 門 委 員 会 を 頻繁 に 開催し， 綿密 に 検 討し た

上で提言 の 素案が作成 さ れ た 。 こ の 間， 各学部 で の 素案
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に 対 す る意見聴取 を 行い， さ ら に 改革推進委 員 会 で慎重

に 審議した結果， ここ に 答申するこ と と な っ た 。 い ず れ

も 富 山大学 の 改革 を 推進 す る た め の 重要 な 提言 と な っ て

お り ， 早急 に 具体化 さ れるこ と を 期待 する。

I 富山大学の円滑な組織運営の方策について

1 評譜会の運営に つ い て

評議会 の 活性化 を図 り ， 評 議 員 の 役 割 を 明 確 化し，

評議会が大学運営 の 重 要 事項 に つい て 実質的 な 審議 を

行う体制 を 作るこ と を 目指 す 。 この た め， 審議 事 項 の

精選 を 行う と 共 に ， 新しく部局長 会議 を 設置し， 評 議

会 で審議 す る必要が あ る重要 な 事項 を 除 き 審議 を 委 任

する。 併せて， 報告事項 に つい て も 精選 を 行う。 さ ら

に ， 統合化 さ れる全学委 員 会 の い ず れ に も 評議 員 の 参

加 を 義務付 ける。

これ に よ っ て， 将来計 画等大 学 改 革 に 関す る事項，

自 己点検・評価結果 の 改革実施事項等 の 実 効 あ る審議

が可能 と な る。

な お ， 本答申 に お い て は， 学長補佐体制の 整備 を 前

提 と す る。

(1 ) 評議会審議事項

① 評議会規則第 8 条 第l項及び第 2 項 に定める事

項

② 部局長会議 に 委任する事項

③ 将来計画等大学改 革 に 閲する事項（評議会 規 則

第 8 条第l項第 8号）

④ 教育・研究活動， 管理運営等 の 現状 に つい て の

自 己点検・評価に関する付託事項（評議会規則第

8 条第l項第 8号）

( 2 )  評議会報告事項（評議 会決定事項）

① 学 生 の 収容定員 に関する事項

② 学 生 の 厚生補導及び そ の 身 分 に関する事項

③ そ の 他本学 の 運営 に関する重要事項
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2 部局長会輔の設 置， 運営 に つ い て

現在 の 部局長懇談会 を 廃止し， 審議権 を 有 す る 部局

長会議 を 設置す る 。 部局長会議 は， 評議会が全 学的見

地 か ら の 重要事項の審議 に ， よ り 専念 で き る よ う に ，

現在 の 部局長懇談会が担 っ て い る 学 内 各 部局聞 の 連絡

調整機 能 を 積極的 に 引 き 継ぎ， 部局長懇談会 の 取 扱事

項及 び評議会 か ら 委任 さ れ た 事 項 を 審議 す る 。 ま た ，

評議 会 か ら 委任 さ れ た 全 学 委 員 会等か ら の報告 を 受 け

る 。 こ れ に よ り ， こ れ ま で の 部局長懇談会 と 評 議 会 と

の 重複 を 避け る こ と が で き る 。 ま た， 審議機関 と な る

こ と に よ り ， 審議事項は教授 会 で の報告が義務付 け ら

れ． 透 明 性 が確 保 さ れる 。

な お ， 構成 員 の 事務局長 の 取扱い に つい て は ， 正 式

の 構成メ ン バー と す る 意見 と オブ ザ ーパー と す る 意見

に 分 かれ た た め ， A案， B案を 併記す る こ と と し た。

(1 ) 構成 員

A案

①学長

②学部長

③ 附属図書館長

④学生部長

⑤事務局長

B案

①学長

②学部長

③ 附属図書館長

④学生部長

⑤事務局長（オブザーパー）

⑥学長補佐（オブザーパー） ⑥学長補佐（オブザーパー）

(2） 職 務

① 学 内 各 部局聞の 連絡調整

② 評議 会 か ら 委任 さ れた 事項の審議

③ 全学委 員 会等か ら の 報告

④ 教授 会 へ の報告

3 全 学 委 員 会 の整理統合 に つ い て

以下 の 基 本方針 に 基づい て 全学委 員 会 の整理統合 を

図 る こ と と す る 。

(1 ) 教職員 の 委 員 会業務へ の 参加 に伴 う 負担軽減 を 図

る た め， で き る だ け委 員 会 の数 を 減 ら す。

(2) 合理的・能率的 な 審議 を図 る た め， 縦割 り 型 の 委

員 会 の う ち， 相互に関連す る 委 員 会 の 整理統合 を 行

つ。

(3) 審議 の 簡素化 を図 る た め． 審議 は 可能 な 限 り 全 学

委 員 会（親委 員 会） で行 う こ と と す る。専門委員会・

部会 の 設置 は 最小 限 に す る 。

( 4) 全学委 員 会 に 専 門 委 員 会・部会 を 設置す る 場合 に

は ， で き る だ け 重複す る 審議 は さ け る も の と す る 。

報 号 外

(5) 評議 員 は， い ずれか の 委 員 会 の 構成 員 と な る 。

(6) 全学委 員 会 の 委 員 資格 に は で き る だ け 制 限 を 設 け

な い こ と と し． 学 部 の 自 主的判断 に よ る 適材適所 の

配置 を 目指す。

(7) 富 山 大学学部学生生活委員 会規則等， 学部委 員 会

規則 を定め た 規則の見直し を 行 う 。

委 員 会 で の検討 の結果，

(1 ) 教務委 員 会 と 教養教育委 員 会 を統合し て 大学 教 育

委 員 会 と し， さ ら に 入試委 員 会 の 責務 の う ち実 施 に

係わ る 事項 を 除い た 検討事項 も こ の 委 員 会 に移行 す

る 。

( 2) 現行の 諮問 委 員 会 を 廃止し， 常設委 員 会 と す る か

又は常設委 員 会 に そ の 機能 を 移 す 。 特 に 将来 計 画 委

員 会 な どが担 っ て き た全学的重要課題 は今後評 議 会

で審議 す る 。

(3) 新委 員 会 と して ， 広報委 員 会， 倫理・人権 委 員 会

等 を 設置す る 。

な ど の 改正 を 行い， 別表 「全学委 員 会 の整理統合」 の

よ う な 結果 を 得 た 。 こ れ に よ り ， 現行の 3 6委 員 会 は 15

委 員 会へ と 整理統合 さ れ る こ と に な る 。統合 さ れ た 委

員 会 は広範 な 課題 を 取 り 扱 う こ と と な る た め ， 専 門 的

知識を 有す る 委 員 や オブザーパ一 等の委嘱等柔軟 な 運

用 が望 ま れ る 。

こ れ ら 委 員 会 の う ち， 大学院委 員 会 と 大学教育 委 員

会 は 学 長 が委 員 長又は議長 を 務め， 倫理・人権委 員 会

及 び事務関連 の 委 員 会 を 除 く 残 り の 委 員 会 の 委 員 長又

は議長 を 二人の 学長補佐が そ の 任務 に 応 じ て 分 け 合 っ

て担当 す る こ と と す る 。

特 に ． 大学教育委 員 会 につい て は， 以下 の と お り と

す る 。

(1 ) 大学教育 委 員 会

教務委 員 会 及 び教養教育委 員 会 を 廃止し， 入 学 試

験委 員 会 の 審議 内容 の う ち， 入試の基本方針 に 係 る

事項 を 含 め ， 教育 に関す る 事項 を 統一的に 扱 う 本 委

員 会 を 置 く 。

現存 の 教養教育 委 員 会 は こ れ ま で， 新教育体 制 に

移行して 5 年問責務 を 果 た し て 来 て い る 。 し かし，

理念 も 含 め た根本的 な 見直しが 自 己点検評価委 員 会

か ら 指摘 さ れ て お り ， 4 年一貫教育 の 立 場 か ら 全 学

的 に 支持 さ れ る 体制 へ の 再構築が望 ま れ る 。

従 っ て ， 現段階 で は 教養教育委 員 会 の 体 制 は 維 持

し， 教養教育 部門 と して 本委 員 会 に置 き ， 機 能 さ せ

-7-
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る こ と は やむ を 得 な い が， 改革が実行 さ れた時点 で，

よ り 適正 な 形 と な る こ と を 期 待 す る 。

構成 員

ア 学 長 （委 員 長）

イ 教養教育部 門 長 （学長補佐（A))

ウ 各 学部長

エ 各 学部 の教務委 員 長

オ 教養教育部 門 専 門 委 員 長

審議事項

（教育， 教務 に 関す る こ と ）

ア 全学 に 共通 す る 教育 に関す る 事項

イ 教務 に 関し， 学部間 の 連絡調整 に 関す る 事

項

ウ 学年暦 に 関す る 事項

エ 非常勤講 師 の調整 に関す る 事項

オ 教職 に関す る 専 門 科目の履 修 （教 育 学 部 学

生 に 係 る も の は除 く 。 ）に関す る 事項

（教養教育 に 関す る こ と ）

カ 教養教育 に 係 る 将来計画 に関す る 事項

キ 教養教育 に 係 る 諸規則 の 制定・改 廃 に 関 す

る 事項

ク 教養教育 に 係 る 予算 に 関す る 基本事項

ケ 教養教育 に 係 る 施 設・設備 に関す る 事項

コ 教養教育 を 実施 す る た め の 教 員 構成 に関す

る 事項

サ そ の他教養教育 に 係 る 管理運営 に 関す る 事

項

（ 入 試 に 関す る こ と ）

シ 入学者選抜 の 基本方針 に 関す る 事項

（ 自 己点検評価 に 関す る こ と ）

ス 教育 に 係 る 自 己点検・評価 に関す る 事項

( 2) 「教養教育 部 門」

従 来 の 3 専 門 委 員 会体制 を 2 専 門 委 員 会体制 に 改

め る 。 例 え ば， 「管理 運 営 専 門 委 員 会J， 「 企 画 専 門

委 員 会 」 を 「 管 理 ・企 画 専 門 委 員 会J に 統合し，

「実施専 門 委 員 会」 は残す こ と が考 え ら れ る 。 こ れ

に 基づい て 構成 員 を 想定す る と 以下 の よ う に な る 。

構成 員

ア 部 門 長 （学長補佐 （A))

イ 管理・企 画専 門 委 員 長

ウ 実施専門委 員 長

エ 各部会長

オ 各 学 部 の教務委 員 長

- 8-

幸E

カ 各部会か ら 1 名 の 教 員

キ 事務局長

審議事項

号 外

ア 教養教育 の 立案・実施 に関す る 事項

イ 教養教育 に 係 る 当 該年度 の 予算 に関す る 事

項

ウ 教養教育 に 係る 自 己点検・評価 に 関す る 事

項

以上 は ， 評議会， 部局長会議， 委 員 会 の 統廃 合

に つ い て 改革の目的 と す る 考 え 方に つ い て 述べた

が， 諮問事項に あ る 学長 の 役 割 に関して は ， 大 学

改革 の激動期 を 迎 え ， 強い リー ダ ー シ ップ の 発揮

が求め ら れて い る 。 こ れ を 実 現す る に は 評議 会 の

運 営 の 改革， 部局長会議 の 新設， 全学委 員 会 の 統

廃合 に よ り ， 学 内 機関の 活性化 を 図 り ， 学 長 と こ

れ ら の 機関 と の関係の 明確化 を 行 う 。 さ ら に ， 学

長補佐体制 を 活用し， 全学委員 会 の 委 員 長 を 補 佐

体制 と して分担す る こ と に よ り ， 学長 と し て 全 学

的重要課題 に 専念で き る も の と 考 え る 。

ま た ， 全学へ の 学 長 の 意志の 速 や か な 伝達 な ら

び に 意見の聴取が， 広報の 機能 を利用 す る こ と に

よ り ， 可能 と な る 。 こ の様 に ， リー ダ ー シ ップ を

発郷す る に は， 情報 の流れ を す っ き り さ せ， 迅 速

さ と 明 確化 を 達成 す る こ と は 不可欠 と 考 え る 。

諮問事項に あ る 学部長 と 学部教授 会 の 関係， 学

部教授 会 の 役 割 に関して は， 学部教授会 自 身 の 手

で抜本的 な 改革 を 望む。 学部教授会 の 改革 に 期 待

さ れ る 重要 な事項の 一 つ に は ， 学部聞の調整 を 要

す る よ う な 全学的問題へ の 迅 速 な決断へ の対応 が

あ る 。情報開示 の観点 か ら ， 大 学 の外部 か ら 見 て

十分納得 の で き る 改革で あ る こ と が必須条件で あ

る 。

具体的な組織， 審議事項等

1 評議会の運営に つ い て

(1 ) 評議会審議事項

① 評議会規則第 8 条 第 1 項及 び第 2 項 に定め る 事

項

ア 学則そ の他重要 な 規則 の 制定改廃 に 関す る 事

項 （ 第 1 項第l号）

・但し， 通達等 に 基づ く 事務的な 改正手続 き に
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つ い て は， 学長決裁 に よ り 施行

（悶和51年度第l回評議会決定事項）

イ 予算概算の方針 に 関す る 事項 （。第 2号）

ウ 学部， 学 科 そ の 他重 要 な 施 設 の 設置廃止 に 関

す る 事項 （。第3号）

エ 人事 の 基準 に関す る 事項 （。第 4号）

オ 学生 の 収容定員 に 関す る 事項 （。第 5号）

カ 学生 の 厚生補導及びそ の 身分に関す る 事項 （。

第 6号）

キ 学部 そ の他機関の連絡調整 に 関す る 事項 （。

第 7号）

ク そ の 他本学 の 運 営 に 関す る 重要事項 （ク第 8

号）

ケ 教 育 公 務 員 特例法 の 規定 に よ り そ の 権 限 に属

せ し め ら れ た事項 （ 第 2 項）

② 部局長 会議 に 委 任 す る 事項

・委任 す る 具体 的 な 審議事項 は ， 別 に 規則又 は申

合せ を 定 め て 明確 化 す る 。

③ 将来計 画等大学 改 革 に 関す る 事項 （評議会規則

第 8 条 第 1 項第 8号）

④ 教育・研 究 活動， 管理運営等 の 現状 に つ い て の

自 己点 検・評価 に 関す る 付託事項 （。第 8号）

( 2 )  評議会報告事項 （評議会決定事項）

① 学生 の 収容定員 に関す る 事項

（学部）

・入学試験合格判定

・編入学 入学試験合格判定

．転入学・再入学

・各選抜別 の 合格状況

・志願状況， 受験状況， 入学手続 き 状況

・確定入学者数

（ 大学院）

・合格者の判定

・志願状況， 受験状況， 入学手続 き 状況

・確定入学者数

② 学生 の 厚生補導及びそ の 身分 に 関す る 事項

・転学部・転学科・転課程

・学部 学 生 卒 業者 の 認定

・大学院 に 係 る 修了者 の 認定

③ そ の 他本学 の 運 営 に関す る 重要事項

・教員 人事異動通知

2 

報 号 外

部局長会議の設置． 運営 に つ い て

(1 ) 構成 員

A案 B案

①学長 ①学長

②学部長 ②学部長

③ 附属図書館長 ③ 附属図書館長

④学生部長 ④学生部長

⑤事務局長 ⑤事務局長 （オプサ’ーパー）

⑥学長補佐 （オブザー パー ） ⑥学長補佐 （オブザーバー）

( 2 )  職務

① 学 内 各 部局聞の 連絡調整

② 評議会か ら 委任 さ れ た 事項の審議

〔具体 的事項例〕

ア 学則そ の他重要 な 規則の制定改廃 に関す る 事

項

・教授会， 又は， 大学院委 員 会 の審議 を 経 た 規

則 の 改 正。 た だ し， 他学部等 に影響 を 及 ぼ す

内容 の も の を 除 く 。

（学部規則， 研究科規則 の う ち ， 授 業 科 目 の

名 称 の変更， 授業科 目 の 単位数 （時 間数）

配当年次・学年・学期 ・毎週時 間 数 の 変更，

授 業科 目 の 必修又は選択の変更， 授 業科 目 の

追加又は削除 （学科， 研究科の設置又 は 改 廃

に伴 う も の を 除 く 。 ） 等 の 学 部 ， 研 究 科 の 教

育課程 の 改 正

イ 学 生 の 厚生補導及び そ の 身分 に関す る 事項

・学 生 の 除籍 中 ， 学則第47条 第 1号， 第 2号，

第3号に 係る 除籍

・学生 の 懲戒中， カ ン ニ ン グ行為 に よ る 停学 処

分

－大学祭に伴 う 休業 日

ウ そ の他本学 の 運営 に関す る 重要事項

－名 誉教授称号授与

（部局長懇談会 の審議事項）

・海外研究開発動向調査 に 係る 派遣候補者の 推

薦

・文部省在外研究 員 候補者の推薦基準

・教育職俸給表 （ー） 職務 の 5級及び 4級 の 職

員 に 対 す る 期末手 当 及び勤勉手 当 の 役職段階

別加算 に 係 る 推薦要領 の 改 正

③ 全学委 員 会等か ら の報告

〔具体 的事項例〕

（現在 は， 評議会報告事項）

-9ー
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・大学 院 に 係 る 学 生募集要項

④ 教授 会へ の 報告

学

審議事項 は ， そ の 結果 を 教授会 に報告す る 。

3 大学教育委 員 会 に つ い て

(1) 大学教育 委 員 会

① 構成 員

ア 学長 （委 員 長）

イ 教養教育 部 門 長 （学長補佐（A ))

ウ 各学 部 長

エ 各 学 部 の 教務委 員 長

オ 教養教育 部 門 専 門 委 員 長

② 審議事項

（教育， 教務 に 関 す る こ と ）

ア 全学 に 共通す る 教育 に関す る 事項

イ 教務 に 関し， 学部聞の連絡調整 に関す る 事項

ウ 学年暦 に関す る 事項

エ 非常勤講 師 の 調整 に 関す る 事項

オ 教職 に 関 す る 専 門 科目の履 修（教育 学 部 学 生

に 係 る も の は 除く。 ） に関す る 事項

（教養教育 に関す る こ と ）

カ 教養教育 に 係 る 将来計画 に関す る 事項

キ 教養教育 に係 る 諸規 則 の 制定・改 廃 に関す る

事項

ク 教養教育 に 係 る 予算 に関す る 基本事項

ケ 教養教育 に 係 る 施設・設備 に関す る 事項

コ 教養教育 を 実施す る ための教員構成 に 関す る

事項

サ そ の他教養教育 に 係 る 管理運営 に関す る 事項

（入試 に 関す る こ と ）

シ 入学者選抜の 基本方針 に 関 す る 事項

（ 自 己点検評価 に 関 す る こ と ）

ス 教育 に 係 る 自 己点検・評価 に 関す る 事項

( 2) 「教養教育 部 門」

従来 の 3 専 門 委 員 会体制 を 2 専 門 委 員 会体制 に 改

め る 。 例 え ば， 「管理 運 営 専 門 委 員 会J， 「企画専 門

委 員 会 」 を 「 管 理 ・企画専 門 委 員 会 」 に 統合 し ，

「実施専 門 委 員 会」 は 残す こ と が考 え ら れ る 。 こ れ

に 基づい て 構成 員 を 想定す る と 以下 の よ う に な る 。

① 構成 員

ア 部 門 長（学 長 補 佐（A ))

イ 管理・企画専 門 委 員 長

ウ 実施専 門委 員 長

-10ー
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エ 各部会長

オ 各学部 の教務委 員 長

カ 各部会か ら l名 の 教員

キ 事務局長

号 外

② 審議事項

ア 教養教育 の 立案・実施 に関す る 事項

イ 教養教育 に係る 当 該年度 の予算 に 関す る 事項

ウ 教養教育 に係る 自 己点検・評価 に関す る 事項
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全学委員会の整理統合

(1 ) 全学委 員 会 の新旧対照表

現 行

諮問委 員 会

委 員 i』:z:i; 

大学改革推 進 委 員 会

施 設 整 備 委 員 会

構内交通対策委 員 会

組換えDNA実験安全委員会

発 明 委 員 会

事 故 調 査 会

セクシャル・ハラスメント等対応嚇す委員会

廃液等問題検討 委 員 会

将 来 計 画 委 員 4:』" 

自 己 点検 評 価 委 員 会

国 際 交 流 委 員 会

大 学 院 委 員 会

教 務 委 員 会

教 養 教 育 委 員 � 

入 学 試 験 委 員 � 

防 災 委 員 会

保 健 管理 セ ン ター委員会

関学50周年記念事業委員会

学 生 生 活 協 議 会

就 職 速 絡 会 議

授業料等減免選考委員会

学 寮 委 員 会

学園ニュー ス編集委員会

学 生 相 談 速 絡 会 議

体 育 施 設 委 員 会

附 属 図 書 館 商 議 会

放射性同位元素委員 会

黒田 講堂運 営 委 員 会

大 学 開 放 事 業
（夢大学in TOYAMA）実施調整委員 会

事 務 協 議 会

事 務 改 善 委 員 会

事務 組 織 改 善 検討委員会

公 務 員 宿 舎 委 員 会

レクリエーシ ョ ン委員会

網紀点検調査委 員 会

事 務情報化推進委 員会

号 外

改

委

正

員

後
t』:z:i; 

任務終了後、廃止（評議会の審議事項）

施設整備委 員 会

任務終了後、廃止（評議会の審議事項）

自己点検評価委員会

国際交流委 員 会

大 学 院 委 員 会

入学試験実施委員会

安 全管 理委 員 会

（別 表）

保健管理センター運営委員会に位置づける

任務終了後、廃止

学生生活委 員 会

就 職 委 員 会

学 寮 委 員 会

附属図書館運営委員会に位置っ・ける

生涯学習教育研究センター専門委員会に位置づける

事 務 協 議 会

事務組織改善検討委員会

総 務 委 員 会

広 報 委 員 会

倫理 ・ 人権委員会

-1 1 -
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全学委 員 会 組織図( 2) 

諮問 委 員 会長評議会 一一一一一 学

部局長会議 学 長 が委 員 長又は議長 と な る 委 員 会

－大学 院委 員 会

・大学教育 委 員 会

学長補佐が委 員 長又は議長 と な る 委 員 会

（学長補佐 A )

－入学試験実施委 員 会

・学生生活委 員 会

－就職委 員 会

・学寮委 員 会

（学長補佐B )

・ 自 己点検評価委 員 会

・施設整備委 員会

・国際交流委 員 会

－安全管理委 員会

－広報委 員 会

学長， 学長補佐以外 の教員 が委 員 長又は議長 と な る 委 員 会

i….. J そ の 他 の 委 員 会

・倫理・人権委 員 会

・事務協議 会

・事務組織改 善検討委 員 会

- 12ー
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(3) 全学委 員 会 の 主要 な 審議事項

委 員 会 名 主 要 な 審 議 事 項

大 学 院 委 員 会
(1 ) 大 学 院 に関す る 諸規則 の 制定及 び改廃 に関す る 事項

(2) 学長 が諮問し た 事項

大 学 教 育 委 員 会 答申本文 の と お り

(1) 入学者選抜 に 係 る 試験 の 実施に関す る 事項

入 学 試 験 実 施 委 員 会 (2) 学生募集要項 に関す る 事項
(3) 大 学入試センター試験の 実施に関す る 事項

(1) 学 生 の 補導及 び厚生 に 関す る 事項

学 生 生 活 委 員 会 (2) 学 生 の 授 業料及 び入学料 の 免除又 は徴収猶予並 び に寄宿料 の 免除 に 関 す る 事項

(3） 体 育施設 の整備及 び管理運営 に関す る 事項

(1 ) 就職の 相談及 び指導 に関す る 事項

就 職 委 員 � (2) 就職 に関す る 調査及 び情報提供に関す る 事項

(3) 就職先 の 開拓等 に 関す る 事項

(1 ) 寮生 の 入退寮 に関す る 事項

で必f:. 寮 委 員 � ( 2) 寮生 の 生活補導 に 関す る 事項

(3) 寮生 の 保健衛生 に関す る 事項

(1) 本学 に お け る 点検評価 の 基本方針及 び 実施基準等の策定 に 関す る 事項

自 己 点 検 評 価 委 員 会 (2) 本学 に お け る 点検評価 の 実施 に 関す る 事項

(3) 本学 に お け る 自 己評価の報告書の 作成及 び公表 に関す る 事項

施 設 整 備 委 員 会
(1 ) 土地及 び建物 の 長期整備計画 に 関す る 事項

(2) 土地 の 選定， 建物 の 配置及ぴこ れ ら の 整備 に 関す る 事項

国 際 交 流 委 員 会
(1) 外 国 の 教育・研究機関 と の 問 の 学術交流の推進 に関す る 事項

(2) 外 国 の 高等教育機関 と の 聞 の 学 生 の 交流に関す る 事項

(1) 安全管 理 に係る 総括及 び連絡調整 に関す る 事項

( 2) 組 換 え D N A 実験に関す る 事項

安 全 管 理 委 員 会 (3) 廃液等に よ る 環境汚染 の 防止 に関す る 事項

( 4) 防災・防火 に関す る 事項

(5) 放射性 同 位元素 を 使用 す る 教育研究施設 に 関す る 事項

(1) 構内 に お け る 交通問題 の 基本的方針 に 関す る 事項

(2) 発明 に 係 る 権利の 帰属等に関す る 事項

総 務 委 員 � 
(3) 事故の 事実調査及 び原因 究 明 に関す る 事項

( 4) 職員 の レクリェーション に関す る 事項

(5) 黒 田 講 堂 の 運 営 に 関す る 事項

(6) 他の 委 員 会 に属 さ な い 事項

(1) 広報 に関す る 基本的方策 に関す る 事項

広 報 委 員 � 
( 2) 広報誌 の 編集及 び発行 に 関す る 事項
(3) インターネット の 活用 に関す る 事項
( 4 )  情報公開に関す る 事項
(1) 綱紀粛正 に関す る 事項

倫 理 ・ 人 権 委 員 会 (2) セ クシュ ア ル・ハラ ス メント に関す る 事項

(3) 倫理及 び人権 に 関す る 事項

事 務 協 議 � 
(1) 事務運営 に関す る 事項

(2) 事務情報化 の 推進及 び 実施計画の 策定に関す る 事項

事務組織改善検討委 員 会
(1) 事務の一元化． 集 中 化 に 関す る 事項

(2) 事務の 簡素化， 効率化 に 関す る 事項

qd
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II 富山大学の教員人事の活性化の方策について

1 教員 組織の在り方 に つ い て

(1) 教 員 の 任 期 制 につい て

大学教員 の 流動化 を促し， 教育研究 の 活性化 を 図

る た め， 「大学 の 教 員 等 の 任 期 に 関 す る 法律」が 制

定 さ れ， 任 期 制 の 導入 につい て検討 す る こ と が 各 大

学 に求 め ら れ て い る 。 こ れ につき本委 員 会 では各 学

部 及 び セ ンター に 任 期 制 の 導入 に関す る 意見を求め，

検討 を 行 っ て き た 。 そ の結果，

・富 山 大学 の 各学部 及 び セ ンター で行わ れ て い る 教

育研究 あ る い は業 務 の 内 容は， 学 問 の性格や 学 部

あ る い は セ ンターの 特性 に よ り 多岐に わ た り ． 富

山 大学教員 の ど の戦が 「大学 の教員等の任期 に 関

す る 法律」 第 4 条第 l項第 1 号か ら 第 3号 に い う
任 期 を 付 す こ と が でき る 場合 に 相 当 す る か に つい

て は さ ら に 検討 を 重 ね る 必要 が あ る こ と ，

・ 自 由 な 教育研究 を 行 う た め には， 教員 の 生 活 の 安

定性 を 確保 す る 必 要 が あ る こ と ，

－任期 制 の 導入 に 当 た り ， 任 期 の 満了 す る 教員 が異

動 先 を 確 保 す る シ ス テ ム が十 分整備 さ れ て い な い

こ と ，

等 の 問 題 が あ り ， ま た 公募制 の 採用や 自 己点検 評 価

活動 を と お し て 教育 研 究 の 活性化 を 図 る 方策 も 有 る

と 考 え ら れ， 現状では富 山 大 学 に お い て 任期制 を 全

学 的 に導入す る こ と は時 期 尚早 と 考 え る 。

しかし， 任 期 を 付 す こ と が でき る と 考 え ら れ る 職，

す な わ ち 大学 の 教員 に は先端的， 学 際 的 あ る い は総

合的 な 教育 研 究 が望 ま れ， そ の た め に 多 様 な 人 材の

確 保 が特 に 求 め ら れ る 教育 研 究 組 織 の 職 （「大 学 の

教 員 等 の 任 期 に関す る 法律」 第 4 条第 l項第 1 号），

自 ら 研究目標 を 定め て 研 究 を 行 う こ と を 主 た る 職務

と す る 助手 の 職（ 同 第 2号） あ る いは大学 が 定 め 又

は参画す る 特定の計画 に 基づき期 間 を 定め て教育研

究 を 行 う 職（ 同 第 3号） が現状 の 富 山 大学 に お い て

も 有 る と 考 え ら れ る こ と か ら ， 任 期 制 の 導入に つき

そ の可否 を 不断 に 検 討 す る こ と が必要 で あ る 。 こ の

よ う な 検討 を と お し て， 任 期 を 付 す こ と が適切 と 考

え ら れ る 職 につい て は任 期 制 の 導入 を 図 る こ と が望

ま しい 。 た だし， 任 期 制 の 導入 に 当 た っ ては， そ の

前提 と して ， 教 員 選考 の 客観性及 び 透 明性 を 高 め る

こ と ， ま た 公 正 な 業績評 価 シ ス テ ム を 構築す る こ と

が必要で あ る 。

な お， 任 期 制 の 導入知何 に 関 わ ら ず， 教育 研 究 の
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活性化 と い う 観点か ら 教員 の 業績につい ては定期 的

に そ の 評価 を 行 う こ と が 重要 で あ り ， そ の た め に も

公正 な 業績評価シ ス テ ム を早急 に 構築す る こ と が望

ま れ る 。

( 2) 外 国 人教員 の 任 期 につい て

外 国 人教員 の任期 につい て は， 「任期 を 定 め ， 又

は定め な い こ と が でき る 。 」 こ と を 明 文化 す る と と

も に ， 任期 を定め る 場合の手続き につい ては， 現 行

の 「評議会 の 議 に基づき， 学 長 が定 め る 。 」 を 「教

授会 の 議 に基づき， 学長 が定め る 。 」 に 改 正 す る こ

と が望 ま しい 。 そ こ で， 本委 員 会 では別紙の よ う な

規則改正案 を 提案す る 。

な お ， 諮問事項①「教養教育 充実 の た め の 方策」

に関しては， す で に教養教育推進特別委 員 会等 で 検

討 さ れ て い る と こ ろ で あ り ， ま た 同②「弾 力 的 な 教

育研究組織・体制 の工夫」 につい て も 富 山 大学 に お

け る 将来計画や教養教育 と の 兼 ね合い の 中 で検討 さ

れ る べきで あ る と 考 え ら れ る と こ ろ か ら ， こ の 部 分

につい ては答申 の 中 か ら 除外 す る 。

2 教員 選考の在り方に つ い て

富 山 大学 に お け る 将来 的 な 教育研究 に お け る 理念 に

基づき， 全学 的 な 人事方針並 び に 基準 を早急 に 確 立 す

る こ と が必要 で あ る 。 こ の 人事方針並 び に 基準 に 基づ

き， 各学部 及 び センター に お い ては現行の教員選考方

法 の適否に つき十分検討 す る と と も に ， 各学部及ぴセ

ンター に お け る 学 問 の 性格， 業務の 内容あ る いは特性

等 を 考慮しつつ， そ の見直し を 図 る こ と が望 ま しい 。

な お ， 全学 的 な 人事方針並 び に 基準 が確立 さ れ て い

な い 現状では， そ れ に 代 わ る 教員 選考 の 在 り 方 に 対 す

る 当 面 の 原則的方策 と し て， 教員選考 の 客観性 及 び 透

明 性 を 高 め る た め，

・公募制 と す る ．

・選考 あ る いは決定 に 教授会構成 員 全 員 が平等 に 参 加

できる よ う に す る ，

．研究業績だ け で な く 教育業績 も 業績審査 の 対象 と す

る ，

－必要 な 場 合 には， 選考 あ る いは業績審査 の過程 で 関

連研 究分野 の他学部教員 の 参加 あ る いは学外 の 専 門

家 の 評価 を 求め る ，

こ と が望 ま しい 。
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III 富山大学の情報公開の推進の方策について

1 富山大学の情報公開の基本的考え方

品同マー

富 山 大学 は 公共 的 な 機関で あ り ， 「行政機関 の 保 有

す る 情報の公開に関す る 法律」（案） の目的 に 沿 っ て ，

国民主 権 の 理念 に の っ と り ， 国民の 的確 な 理解 と 批判

の 下， 公 正 で民主 的 な 教育研究及 び業務の推進 を 図 る

た め， 本学が保有 す る 情報 を 広く社会 に 対 し て提供す

る こ と は， 本学 の 社 会 的 責 務 と 考 え る 。 こ の本学 の 責

務 を 遂行す る こ と に よ っ て 学 内 の情報の透明性 を高め，

内 外 か ら 多様 な そ し て建設 的 な 意見 を 速 や か に 受 け 入

れ， そ れ ら を 日 々 の 教育 ・研 究・業務へ生 か し ， よ り

一層大学 を 活性化す る こ と は 本学 に と っ て 重要であ る 。

そ の よ う な 意 味 か ら ， 富 山 大 学 は ， 以下 に 規定す る

一定の合理 的 理 由 に 基づく不開示事項 を 除 い て ， 本学

が保有す る す べ て の 情報 を 積極的 に 公開す る も の と す

る 。

2 より聞かれた大 学 に な る ための情報公開の推進

富 山 大 学 は ， 広〈一般国民 に 対 し て ， 大 学 の 理念，

そ れ に 基づく教育研究 の 目標や将来計画に関す る 情報，

大学へ の 入学 や 学習機 会 に関す る 情報， 卒業生 の 進路

状況 に関す る 情報， 大学 で の研究課題 や 成果 に 関 す る

情報， 大学 の 図 書館 や 各 種 セ ンタ一等の施設 と そ の 利

用 法 に関す る 情報， 大学 が開催す る 公開講座 や夢大学

in TOYAMA等 を 含 む 各種研修会やイベント に 関 す る

情報等， 大学が保有 す る 多様 な情報 を 積極的 に 公表 し

て いく こ と が必 要 で あ る 。

国 際化時代 の 今 日 ， “ いつで も ， ど こ で も ， 誰で も ”

が富 山 大 学 の 情報 を 容易 に 得 る こ と が でき る よ う ホー

ム ページ を よ り 一層 充実 し た も の に し て い か な け れ ば

な ら な い 。 さ ら に ， シラパ ス や 自 己点検評 価 の 報告書

等 の 刊行物 の よ り 一層 の 充実 や， 広報紙の利用者側 に

立 っ た 内 容 の 整備等 を 早急 に 実施 し. 21世紀の 多 様 化

す る 社会 に 備 え な け れ ば な ら な い。 こ の よ う な 不断 の

努力 が名実 と も に 富 山 大学 を 聞 か れ た 大学へ と 改革 し

得 る 。

な お ， 富 山 大 学 が積極的 に 提供 す る 情報 の 中 に は ，

本人 の 利益篠保 の 観点 か ら ， 本 人 の み に 開示 す る 情報

が含 ま れ る 。 た だ， 大学入試の情報開示 の 問題 に つ い

て は， 現在国 立 大学協会 の 第 2 常置委 員 会 で 各 大 学 か

ら の 意見 を 踏 ま え て 国 立大学共通の 入試情報 に関す る

ガイドライン を 作成 中 で あ る の で， こ の 部分 につ い て

は 答申 の 中 か ら 除外 す る 。
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3 開示現ぴ不開示情報の識別の「基準と範囲」

行政機関の 一機関で あ る 富 山 大 学 は ， 「行政機 関 の

保有す る 情報の公開に関す る 法律」 （案） に よ っ て 与

え ら れ た情報公開請求権 を 行使し て 国民が 自 分 の 見 た

い知 り た い情報 を 公開す る こ と を 請求 し た場合， 開示・

不開示 を 判断 し， 法令 に 従 っ て 迅速 かつ的確 に 対 応 し

な け れ ば な ら な い 。 そ の ために， 本学の情報公開の 規

則 や 具体 的方針が 明確 に さ れ な け れ ば な ら な い 。

な お ， 開示 の対象物 で あ る 「行政文書」 と は ， 本学

の 教職員 が職務上作成 し ， 又 は 取得 し た 文書， 図 面及

び電磁的記録（電子 的方式， 磁気的方式 そ の 他 人 の 知

覚に よ っ て は 認識す る こ と が でき な い方式 で 作 ら れ た

記録 を い う 。） で あ っ て ， 本学 の 教職 員 が組 織 的 に 用

い る も の と し て， 本学が保有 し て い る も の を い う 。

「行政機関の 保 有 す る 情報 の 公開 に 関 す る 法律」

（案）で は ， 不開示情報の 類型 と し て ， ① 個 人 に 関 す

る 情報， ②公 に す る こ と に よ り ， 付）法人 の 権 利， 競

争上の 地位 そ の他正 当 な 利益 を 害す る お そ れ が あ る も

の， （ロ）国 の 安全， 他国 と の 信頼関係が害 さ れ る お そ

れ が あ る も の ， 付 防犯そ の 他公 共 の 安全， 秩序の 維

持 に 支障 を も た ら す お そ れ の あ る も の ， 伺行政機関

内部・行政機関相互の 率直 な 意見交換・中 立 的 な 意 思

決定が不当 に損な わ れ る お そ れ の あ る も の ， （対行政

機関等 に お け る 検査， 交渉， 契約， 試験， 調査， 研究．

人事管理等の 事務・事 業 の 適性 な 遂行 に 支障 を 及 ぼ す

お そ れ の あ る も の ， の 6 項 目 を 提示 し て い る 。 こ こ で

対 象 と な る 「行政機関」 と は， 法律等で定め ら れ た 国

の行政機関で あ る た め， 教育研究機関 と し て の 国 立 大

学 で は， 必ず し も 6 類型す べ て が直接関係す る も の で

は な い 。 そ こ で， 国立大学 の特殊性 を 考慮 し て ， 富 山

大学の不開示情報の類型 を 選択す る と 次の よ う に な る 。

① 個人 に関す る 情報

② 法人 に関す る 情報

③ 審議， 検討又は協議 に関す る 情報

④ 事務又 は事業 に関す る 情報

次 に こ れ ら を 詳述す る 。

(1) 個人 に関す る 情報

個人 に関す る 情報で あ っ て ， 当 該情報 に含 ま れ る

氏名， 生年月 日 そ の他の記述等 に よ り 直接特定 の 個

人が識別できた り ， あ る い は ， 他 の 情報 と 照合 す る

こ と に よ り ， 間接的 に 特定の個人が識別できる も の，

又は特定の個人 を 識別す る こ と は でき な い が， 公 に

す る こ と に よ り ， 個人 の 権利利益 を 害す る お そ れ が

あ る も の で あ る 。
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た だし， 個人 に閲す る 情報の 中 で も 以下 の も の は

例外 的 に不開示情報か ら 除 く 。

（イ） 個人 の 権利利益 の 保護の観点 か ら 不開示 と す る

必 要 が認めら れ な い も の

（ロ） 個人 の 権利利益 の 保護 を 考慮しで も 開示す る 必

要性が認め ら れ る も の

例 法令 の 規定や慣行 に よ っ て 公 に さ れ て い る 情報

又 は 公 に す る こ と が予定 さ れ て い る 情報

同 職員 の職務 の 遂行 に 係 る 情報 に 含 ま れ る 当 該職

員 の職 に 関す る 情報

(2 ) 法 人 に 関す る 情報

法 人 そ の 他の団体（国 及 び 地 方公 共 団 体 を 除 く 。

以下 「法人等」 と い う 。 ） に 関す る 情報又 は 事 業 を

営 む 個人 の 当 該事業 に 関す る 情報で あ っ て ，

付） 公 に す る こ と に よ り ， 当 該法人等又 は 当 該個人

の 権利， 競争上 の 地 位 そ の 他正 当 な 利益 を 害す る

お そ れ が あ る も の

（ロ） 行政機関の 要請 を 受 け て， 公 にし な い と の条件

で任意 に 提供 さ れ た も の で あ っ て ， 当 該条件 を 付

す る こ と が 当 該情報の 性質， 当 時 の状況等 に 照 ら

し て 合理的 で あ る と 認め ら れ る も の

で あ る 。

(3) 審議， 検討又 は 協議 に 関す る 情報

大学 と し て の最終的 な 意思決定前 の審議． 検 討 又

は 協議 に 関す る 情報で あ っ て， 公 にす る こ と に よ り ，

率 直 な 意見 の 交換若し く は 意志決定の 中 立 性 が不当

に 損 な われ る お そ れ， 不当 に 国民 の 聞 に 混乱 を 生 じ

さ せ る お そ れ又は特定 の 者 に 不当 に 利益・不利益 を

与え る お そ れ が あ る も の で あ る 。

( 4 ) 事務又 は 事業 に関す る 情報

大 学 で行 う 事務又は 事業 に 関す る 情報 で あ っ て ，

公 に す る こ と に よ り ， 事務又 は 事 業 の 適性 な 遂行 に

支障 を 及 ぼす お そ れ が あ る も の ， しか も 不開示 の 相

当 の 理 由 が あ る も の で あ る 。 具体例 と して は 次 に 挙

げ る も の で あ る 。

（イ） 監査， 検査又は試験 に 係 る 事務 に 関し， 正 確 な

事実 の 把握 を 困 難 に す る お そ れ又は違法若し く は

不当な 行為 を 容易 に し， 若し く は そ の発見 を 困 難

に す る お そ れ が ある も の

（ロ） 契約， 交渉又 は 争訟 に 係 る 事 務 に関し， 大 学 の

財産上の 利益 や 当 事者 と して の 地位 を 不当 に 害す

報 号 外

る お そ れ が あ る も の

付 調査研 究 に 係る 事務 に 関し， そ の 公 正 か っ 能 率

的 な 遂行 を不当 に 回害す る お そ れが あ る も の

同 人事管理 に係る 事務 に関し， 公正 か っ 円 滑 な 人

事 の 確保 に 支障 を 及 ぼすお そ れ が あ る も の

4 情報開示請求 に対す る 具体的方策 に関す る 検討

(1) 情報の 管理体制 の整備

開示請求 に対して， 迅速 か っ 的確 に 開示す る た め

に は， ①情報の収集， ② 情報 の 分類 と 整理， ③

情報 の 管 理・保存が厳密 に な さ れ な け ればな ら な い。

これ ら の 保存文書は 管理台帳等に 分類・整理し， さ

ら に ， 管理台帳 に 記 さ れ た項目 に つ い てデ ー タ ペー

ス 化・ネットワ ー ク 化し 自 由 に閲覧がで き る よ う に

配慮す る こ と が望 ま しい 。

(2 ) 情報公開委 員 会 の 設置

情報公開委 員 会 を 設置し， 大 学 のすべ て の 「行政

文書」 に つ い て， 開示 と 不開示事項 を 識別 の 「 基 準

と 範囲」 に 従 っ て 分類・整理して お く こ と が必 要 で

あ る （そ れ ら の項目例 に つ い て は 資料 と し て 添付 し

て お く 。 ）。

(3) 情報開示請求 に対す る 対応

情報公開委 員 会 に お い て ， 開示請求の 窓口 と 手続

き の方法 を 明確 に定めて お く こ と が必 要 で あ る 。 ま

た， 開示 に対して 請求者が不服 を 訴 え た 場合の 対 応

に つ い て も 情報公開委 員 会 で十分検討し て お か な け

ればな ら な い 。

（資料）

行政文書の情報公開内容一覧（略）
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〔参 考〕

富山大学大学改革推進委員会

次の事項につ いて 別紙理由を添えて諮問します。
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1. 富山大学の円滑な組織運営の方策につ い て

2. 富山大学の教員人事の活性化の方策について

3. 富山大学の情報公開の推進の方策について

平成10年10月2日

富山大学長 時 津 貢
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（理 由）

品同マー

教育研究の高度化・個性化・多様化，組織運営 の 活

性化の方針の下に， 高等教育の改革が叫ばれて久しく

なる。この間， 富山大学では， 平成3 年の犬学設置基

準の改正を契機として， カリキュラム改革を進めるほ

か， 教養部を改組し． 専門教育と教養教育の調和のと

れたカリキュラム編成を行った。また， 時代に即応し

た教育を推進するため， 学科改組並びに大学院の新設

及び改組充実を図るなど， さまざまな改革を行ってき
7・，』。

しかし， 少子高齢化傾向の拡大， 国際化， 情報化，

科学技術の発展， 産業構造の変化など． わが国を取り

巻く社会情勢の急激な変化に伴い， 高等教育に対する

社会や国民の期待と要請は， それにも増して短めて大

きし かっ， 多様なものとなってきた。さらに， 今日

の厳しい財政状況は， 国立大学の存立意義さえも問う

ようになってきている。

このような状況において，

(1) 文部省では， 平成9年 1 月「教育改革プログラム」

を策定（平成9年8 月及び平成10年4 月に一部改訂）

し， 改革事項として， ①21世紀の大学像の策定，

②柔軟な高等教育の実現， ③学術研究と科学技術

の総合的展開の推進， ④産学連携による研究の活

性化の4 点を掲げている。

(2) 大学審議会においては， 平成10年6月30日 「21世

紀の大学像と今後の改革方策についてJの中間まと

めを公表し， 本年10月頃には答申が出され， 所要の

施策が推進される予定である。

(3) 国立大学協会においても， 平成9年11月13日開催

の第101回総会において， 各大学が大学の組織運営

の在り方を再検討すること及び教員任期制の導入を

含め， 教員任用の刷新を図ること等を決議している。

また， 情報公開法の制定に対応するため， 情報開示

の審査基準を定めるためのガイドラインの作成につ

いて検討している。

(4) また， 富山大学自己点検評価委員会は平成10年6

月24日， 今後の課題 として組織運営の改善について

提言している。

以上のことから， 大学審議会， 国立大学協会並びに富

山大学自己点検評価委員会の提言等に基づき， 順次改

革を進めていかなければならず， 次の3点について具

体的方策を検討する必要がある。

報 号 外

1 . 富山大学の円滑な組織運営 の方策 に つ い て

大学審議会の中間まとめ「21世紀の大学像と今後の

改革方策について」では， 21世紀のあるべき大学の姿

として， 大学運営をより充実した機能的なものとする

ため， 大学の組織運営体制の整備の必要性が提言され，

また， 富山大学自己点検評価において組織運営の改善

が提言されている。

このことから， 次の事項を中心に富山大学の円滑な

組織運営について検討を行う必要がある。

(1) 学長・学部長， 評議会・教授会及び部局長懇談会

それぞれの役割． 権限等の機能分担の明確化

(2) 評議会， 教授会の運営の円滑化方策

(3) 各種委員会の整理・統合

2 . 富山大学の教員人事の活性化 の方策に つ い て

平成6 年9月発行の「富山大学の現状と課題」にお

いて， 教員の採用， 昇任の選考基準と方法や教員の採

用と退職・転出状況等の調査結果を公表したが， 若干

の問題点の指摘に止まっている。

教育研究の活性化を図るためには， 教員人事の活性

化が肝要である。富山大学の将来像を踏まえて， 全学

的視野から教員組織の在り方について検討し， 多様な

経歴・経験をもっ者が切礎琢磨しつつ教育研究を活性

化させることができるように， 特色のある教員組織を

作るための具体的な方策が求められている。

また， 大学審議会の答申「大学教員の任期制につい

て 一大学における教育研究の活性化のために一 」

を受けて， 平成9年 8 月に「大学の教員等の任期に関

する法律」が施行され， 教員の流動化による教育研究

の活性化を図ることとされた。

このことから， 次の事項を中心に富山大学の教員人

事の活性化の方策について検討を行う必要がある。

(1) 教員組織の在り方について

① 教養教育充実のための方策

② 弾力的な教育研究組織・体制の工夫

③ 期間を限って教育研究に携わる者の受入れ

(2) 教員選考の在り方について

① 選考方法の在り方

② 選考基準の在り方

③ 業績評価の在り方

3 . 富山大学の情報公開の推進の方策 に つ い て

大学は公共的な機関であり， 大学の教育研究活動に

関する情報を社会に対して提供することは， 大学の社
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会的な責務であるとの指摘がなされている。

品同マー

本学としても， 「関かれた大学」を目指し， 社会人

の受入れ等入学者選抜方法の改善， 各種公開講座， 夢

大学等地域社会への大学開放事業の実施， 広報紙によ

る情報提供等努力してきてはいるものの， 21世紀に向

けて大学と社会との関係はさらに緊密化するものと考

えられ． 大学の教育研究活動に対する正確かっ多岐に

わたる情報提供への要求はますます高まっている。

大学審議会の中間まとめ「21世紀の大学像と今後の

改革方策についてJにおいても， こうした社会的要求

に応え， 国民の適切な理解を得るためにも， 教育研究

活動の状況やその成果， また， 改革充実に向けた取組

みの状況を広く社会に対して積極的に公表していくこ

とが必要であるとの提言がなされている。

おりしも， 国会に「行政機関の保有する情報の公開

に関する法律」（案） が提出され， 平成11年 4 月の施

行を目指している。

このことから， 次の事項を中心に情報公開の推進に

ついて検討を行う必要がある。

(1) 情報公開法案への対応

( 2) 聞かれた大学になるための情報公開の推進
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報 号 外

答申までの審議経過

［大学改革推進委員会］

第 1 回 平成10年10月 2 日（金）
． 諮 問
． 委員長の選出

第 2 回 平成10年10月16日（金）
． 専門委員会の設置
． 専門委員会の分担

第3回 平成11年 1 月22日（金）
． 審 議

第 4回 平成11年3 月11日（木）
． 審 議

平成11年3 月18日（木）
． 答 申

［管理運営専門委員会］

第 1 回 平成10年11月10日（火）
． 委員長選出
． 審 議

第 2 回 平成10年11月18日（水）
． 審 議

第3回 平成10年12月9日（水）
． 審 議

第 4 回 平成10年12月16日（水）
． 審 議

第 5回 平成10年12月25日（金）
． 審 議

第6回 平成11年 1 月7 日（木）
． 審 議

第7 回 平成11年 1 月20日（水）
． 審 議

第8回 平成11年 2 月18日（木）
． 審 議

第9回 平成11年3 月9日（火）
． 答申（案） 審議
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［教員人事専門委員会］

第 1 回 平成10年11月4 日（水）
． 委員長選出
． 審 議

第 2 回 平成10年11月16日（月）
． 審 議

第3回 平成10年11月30日（月）
． 審 議

第4 回 平成10年12月7 日（月）
． 審 議

第5回 平成10年12月24日（木）
． 審 議

第6回 平成11年 1 月11日（月）
． 審 議

第7回 平成11年 1 月20日（水）
． 審 議

第8回 平成11年 2 月 1 日（月）
． 審 議

第9回 平成11月 2 月 2 日（火）
． 審 議

第10回 平成11年 2 月22日（月）
． 審 議

第11回 平成11年3月11日（木）
． 答申（案）審議

［情報公開専門委員会］

第l 回 平成10年11月12日（木）
． 委員長選出
． 審 議

第 2 回 平成10年12月 1 日（火）
． 審 議

第3回 平成10年12月 8日（火）
． 審 議

第4 回 平成10年12月24日（木）
． 審 議

第5回 平成11年 1 月 8日（金）
． 審 議

第6回 平成11年3月 1 日（月）
． 審 議

第7田 平成11年3月4 日（木）
． 答申（案）審議

品＞..＜，ザー 報 号 外

富山大学大学改革推進委 員会規則

（設 置）

第l条 富山大学（以下「本学」という。）に， 富 山大

学大学改革推進委員会（以下「委員会」という。 ）を

置く。

（任 務）

第 2条 委員会は， 学長の諮問に応じて， 本学の教育研

究の一層の高度化， 個性化及び活性化を推進するため，

大学改革に関する事項を審議し， 学長に答申する。

（組 織）

第3条 委員会は， 次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

( 2 )  附属図書館長

(3) 学生部長

(4）学部から選出された教員 各 1 人

(5) 事務局長

(6) 自己点検評価委員会各専門委員会主査

（任 期）

第4 条 前条第4号の委員の任期は， 2 年とし， 再任を

妨げない。ただし 欠員を生じた場合の補欠の委員の

任期は． 前任者の前任期間とする。

（委員長）

第5条 委員会に委員長を置き， 学部長の中から選出す

る。

2 委員長は． 委員会を招集し， その議長となる。ただ

し， 委員長に事故あるときは， 委員長があらかじめ指

名した委員がその職務を代行する。

（専門委員会）

第6条 委員会に， 具体的事項を審議するため必要があ

るときは， 専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に委員長を置き， 委員 の互選によって定

める。

3 専門委員会が必要と認めたときは， 委員以外の者の

出席を求めて意見を聴くことができる。

4 前各項に定めるほ か， 専門委員会に関レ店、要な事項

は， 別に定める。

（庶 務）

第7条 委員会及び専門委員会の庶務は， 庶務部庶務課

において処理する。

附 則

この規則は， 平成10年7 月30日から施行する。
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人文学部長 鈴 木 敏 昭

教育学部長 。田 中 Z目m: 

経済学部長 古 田 俊 吉

理学部長 風 巻 紀 彦

工学部長 宮 下 尚

附属図書館長 小 谷 仲 男

学生部長 能登谷 久 公

人文学部教授 鈴 木 孝 志

［管 理運営専門委 員 会］

教育学部長

経済学部長

理学部長

附属図書館長

田 中 晋

古 田 俊 吉

風 巻 紀 彦

小 谷 仲 男

［教員 人事専門委 員 会］

教育学部教授

経済学部教授

理学部教授

宇 井 啓 高

小 松 和 生

漬 本 伸 治

［情報公開専門委 員 会］

人文学部長 鈴 木 敏 昭

工学部長 宮 下 尚
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富山大学大学改革推進委員会委員名簿

。印は委員長を示す

教育学部教授 宇 井 啓 高

経済学部教授 小 松 和 生

理学部教授 演 本 伸 治

工学部教授 佐々木 和 男

事務局長 水 上 修

自己点検評価委員会教育活動専門委員会主査 山 地 啓 司

自己点検評価委員会研究活動等専門委員会主査 中 本 昌 年

自己点検評価委員会管理運営専門委員会主査 山 淵 龍 夫

人文学部教授 鈴 木 孝 志

事務局長 水 上 修

自己点検評価委員会管理運営専門委員会主査 。山 淵 龍 夫

工学部教授 。佐々木 和 男

自己点検評価委員会研究活動等専門委員会主査 中 本 昌 年

学生部長

自己点検評価委員会教育活動専門委員会主査

能登谷 久 公

O山 地 啓 司
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廃液等に よ る 環境汚染防止対策について

（報 告）

平成11年3月19日

富山大学廃液等問題検討委員会

号 外
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廃液等 に よ る 環境汚染防止対策 に つ い て （報告 ）

富 山大学では平素より関係法令を遵守し． 学内に 廃 液

処理施設を設け， 教育 ・ 研究活動により生ずる各学部等

の実験廃液等を適正に処理してき た とこ ろ であるが， 理

学部廃 液不正処理疑惑を契機として， 更に環境保全の観

点から廃液等に対する安全な取扱いの徹底を目指す必要

がある。

二度と実験排水等による問題 が発生しないよう， 教職

員 ・ 学生等への適正な処理について啓蒙 するとともに，

環境に配慮し た 学園づくりを目指し， 地域に聞かれ た 大

学として教職員， 学生が一丸となって取り組 んでいかな

ければならない。

こうし た 状況の下， 平成10年9月21日の評議会におい

て， 廃 液等問題 検討委員会が設置され た 。

本委員会では， 平成10年10月23日（金） か ら 7 回の審

議と． 作業部会で6回の検討を重 ね た 結果， 以下 のとお

り， 防止対策等が必要であると認められるので報告する。

1 . 不適切 な 廃液等処理 の 防止 に つ い て

(1) 廃 液等の安全管理の徹底方法

ア ） 学生と教職員への啓蒙 活動

0「実験廃液等の取扱い」に関する全学講習 会の開

催

平成11年度中に全学的な講習会を開催して， 具

体的な再発防止策の学内 徹 底 をはかる。 その際，

専門家を招いて環 境 倫 理， 環境汚染 防止の強化や

最 近法制化の動きがあるPRTR（環 境 汚 染 物 質 排

出 ・ 移 動登録） 制度に関する啓蒙活動を実施する。

なお， 全学的な講 習会を平成11年度以 降も適宜 実

施する。

0「実験廃 液等の取扱い」に関する学部講習 会の関

催

前後期が始 まる前に， 2 年生， 3 年生， 4 年生，

大学院前後期学生及び教職員を対象に， 教育学部，

理学部と工学部で「実験廃液の取扱い」と 「毒物 ・

劇 物及び排水基準対象 溶媒の管理方法」に関する

実務的内容の講習 会を開催する。 その際， それら

を取り扱う 2 年生以上の学生と各研究室からl 名

以上の教官が出席するものとする。
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平成11年 3 月19 日

富山大学廃液等問題検討委員会

委 員 長 長谷川 淳
0学生に対する環境教育

教養教育総合科目の中で， 環境倫 理と環境保全

に関する講義内容を充実させる。 そのた めの教官

団の組織化を早急に行う。

教育学部， 理学部と工学部の学生を対象に， 実

験始めに講義（化学物 質及び実験廃液と安全教育

に関するもの） を行い， それと学部講習会を合わ

せて新しい教科名で単位化する。

イ） 実験廃液の分別収集

「実験廃液取扱いの手 引 き」を教職 員及び4 年

生以上に 配 布 する。 ま た ， 実験廃 液分 別 系 統 図

（ カ ラ ー 版） を作成し， それを各実験室に掲示 す

ることにより分別収集の徹 底 を 図 る。 その中で，

有害化学物 質を使用し た 器 具の洗 浄を3 回以上行

うこと， その洗浄水， 有機溶媒の抽出水及び減圧

濃縮装 置の水槽 内水を必ず専用ポ リ タ ン ク に入れ

ることを特に明記する。

ウ ） 有害化学物 質の管理方法

購入量， 使用量， 溶 媒回収量及び廃 液搬入量 の

記録簿を作成する。

毒物， 劇物及び排水基準対象溶媒を使用し た 際

には， 実験を行っ た 学生． 教官は使用記録 簿 に 記

入する。

教官は定期的に上記対象物 質の使用量をチ ェ ッ

ク し， 月末に使用量． 在庫 量と廃 液搬入量 を集計

する。 それらの管理結果を学部長に報告する。

エ） 代替溶媒への転換 実績

排水基準対象溶媒を実験に使用することは極力

謹えるように指導する。 代替溶媒への転換実績を

学部長に報告する。

2 . 有害化学物 質 の排水 へ の 流 出 防止 に つ い て

(1) 既存排水設備の安全管理の徹底方法

ア ） 排水溝， 貯留槽の点検と清掃

教育学部， 理学部と工学部等の化学物 質 を取り

扱う部署では， 定期的に排水溝， 貯留槽の点検と

清掃を行う。

イ） 水質監視室， 貯留槽設備の正常作動管理
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上 記 部 署 では， 水 質 監視室に設置され ている

pH監視計及び貯 留 槽 設備が正常に作動 し ている

ことを定期的に管理する。

ウ ） 有機溶媒の徹 底 回 収

有機溶媒 の排水への流出経路と して， 溶 媒 の減

圧 回 収 時， 溶媒抽出時及び溶媒による器具の洗 浄

時の3 つが考え ら れる。 その際にでる廃 液は必ず

専用ポリ タ ンク に入れて， 廃液処理施設に搬入す

る。

( 2) 学内排水監視体制の整備

ア ） 監視体制の必要性

水 質 汚 濁 防止法は 旧 水 質 二 法の制度上の欠陥

（水質 汚 濁 問題 が発生， または発生する恐 れが出

てか ら 対処） を改善するために制定された。これ

により後追い行政といわれた旧 制度を改善 し， 公

共水域の水質汚濁の事前対策に万全を期 し たもの

である。本法の仕組みは， 問題 ある時は汚水処理

方法の改善命令に加えて， 排水の一時停止命 令を

出すことができるほ ど厳 しいものである。このよ

うに排水基準値を遵守するべく， 法律で強 制さ れ

ていることになる。また， 排水を排出する者は そ

の汚染状況を測定 し ， 結果を記 録 しておかなくて

はな ら ないと定め ら れている。排水を排出する者

は， 常にその排水の汚染状況について注意する義

務を負 っていることになる。

富 山 大 学が「廃液垂 れ流 し 疑惑」を二度と受け

ないためには， 上記の廃液等及び既 存排水設備の

安全管理の徹底を図るとともに． 学内排水監視体

制を整備 し， 廃液を誤っても流さないよう強 い 決

意で自ら を律することが今求め ら れている。

イ ） 学内排水監視体制

O排水の汚染状態の測定義務

大学は実験に伴って廃液 ・ 排水を出すという 立

場か ら いうと， 生産工場と 同 じ である。工場は廃

液・排水処理設備 をも ち ， 排水監視を自社の責任

で行っている。このような排出者責任制度か ら い

うと， 大 学は現状の依頼分析（ 2 カ月に 1 回 測 定

値 を富 山 市に報告するのに必要） に加えて， 早 急

に排水を定期的に学内監視する体制を整備する必

要がある。

実験棟か ら の排水が常時監視されているという

意識をもたせることにより． 実験者に廃液の取扱

いを厳守させ， これ ぐ ら いは流 し てもいいだ ろ う

報 号 外

という間違った考えを改めさせることができる。

また． 水質汚染物 質が検出された時には， 迅 速 に

対策を講 じ． 責任を明確にすることができる。

O監視方法

水質の汚濁状況を把握 し ておくためには， 学 内

実験棟排水口 数カ所（教育学部， 理学部， 工学部）

の排水を毎月 2 回 以上， 現状の依頼分析項目以上

を測定することが必要である。水質汚染物 質 が検

出された時には， 随時実験棟か ら の排水を再測 定

して排出経路を特定するように努力 し なければな

ら ない。その時には， 学外排水 口付近でも測定す

ることが必要である。

0排水の学内一括 監視

排水を出 し ている学部が排水を個別監視するに

は， 測定者と分析料の負担の面で無理があるので，

学内で一括監視することが必要である。当 面は廃

液処理施設が監視のうち 分析 業務を担 当 するのが

適切であるが， 将来的には全学委員会組織で検討

すべきである。

現在， 廃液処理施設には有害金属を分析できる

ICP発光分析 装 置が設置されているが， 有害有機

溶媒（ベンゼンと揮発性有機塩素化合物） 等を分

析できるガ ス ク ロマ ト グラ フ 質量分析計（パ ー ジ

ト ラ ッ プ オ ー ト サンプラー 付き） は学内に設置さ

れていない。排水を学内監視するためには， まず

これを購入 し なければな ら ない。

ウ ） 学内支援体制

廃 液処理施設助 手が排水分析を担当 することに

よる過負担を避けるために， 学内支援体制（学 内

人員の配 置替え， 技能補佐員及び会社派遣の廃 液

処理作業員のパ ー ト タ イ ム雇用の人件 費負担） の

確 立が必要である。

(3) 既設排水貯留槽の改善

ア ） 廃液の過失排出対策の必要性

以上の諸対策を講 じても， 過失や事故等により

有機及び無機廃液が流 し か ら 排出されて し まうこ

とは皆無とはいえない。その時の短期的対策と し

ては， 既設の排水貯留槽を改善する方法が適切で

ある。 そ れ ら のう ち 有機廃 液 の過 失による排出

（過失排出） に対 しては， 既設貯 留 槽 に曝 気 装 置

を付設することにより濃度を下げることができる。

無 機廃 液の過失排出に対 し ては， 凝集沈殿法及び

活性炭・キ レ ー ト 樹脂吸着の対策法があるが， 大
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型 ・ 高価格のために既設貯留槽に付設するのは無

理である。

以上の点と富山大学では有機廃液が特に問題 に

なっていることを考慮して， まず有機廃液が公共

河 川 に直接でない対策を講 じ る必要がある。

イ） 既設の排水貯留槽の改善

過失排出された排水中の有機物 濃度を下げるた

めの最も経済的な方法として， 空気を吹き込 む 曝

気 法がある。ただ排水中に含まれる量が多い場合

には活性炭を用いる排 ガ ス 処理が必要になってく

る。次図に既設貯 留 槽に曝気・排 ガ ス 処理装 置及

び貯留槽を増設する排水処理 シ ス テムの概略図を

示す。濃度が高いほ ど曝気効率がよいので， 曝 気

装 置は排水の発生源にできるだけ近いところ に設

置するのが望ましい。この曝気装 置はあくまで濃

厚廃液が流出した場合に備えてその温度を下げる

ためのものであり， すべての規 制対象揮発性有機

化合物の濃度を滞留 中に排水基準以下に下げるの

は困 難である。濃厚廃 液は短時間に排出すると予

報 号 外

想されるので， 曝気法で潰度低減を行えば， 放流ま

での間に他の排水との混合による希釈効 果で排水基

準に対応できると考えられる。貯留槽の増設は， ジ

ク ロロ メ タ ンのように曝気法では漣度が十分に下が

らない場合に備えて， 排水を一時的に貯留 したり希

釈効 果を上げるためである。

曝気式排水処理装 置と貯留 槽の増設は， あくまで

万が一有機廃液が過失や事故により排出された場合

の対策である。これが設置されていることにより．

過失排出された濃度の高い有機廃液が直接公共水域

にでるのをかなり防止する こ とができる。 し か し ，

万全ではないので， 実験廃液等の安全管理の徹 底 が

非常に重要であることは論をまたない。 排水貯 留

槽の改善の他に， 長期的対策として有機及び無 機排

水を含めた全学的な集中排水処理施設が必要である。

現在， 五福及び工学部地区に有機排水処理施設をニ

カ所概算要求しているところ であるが， 今後も全学

的な排水処理施設の設置に向けて最大限の努力を続

ける必要がある。
「ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－，

活性炭吸着処理 排 ガ ス
「ーーーーーーーーーーーーーーーーーー「

曝 気 排 水

気

Alli－－寸1
1111
11t

一

空

一

ス

一

ガ

－

排

置

．

装

気

理

曝

処

処 理 装 置

放 流 処理後放流

排水処理 シ ス テ ム （点線枠内 l;t 増設分）

3 . 環境保全忍 び安全管 理 に 係 る 全 学 委 員 会組織の設置

ア ） 全学委員会組織の必要性

全国の国立大学の排水 ・ 廃棄物の管 理体制を調査

したとこ ろ ， 多くの大学は環境保全委員会あるいは

環境安全委員会のような全学的組織を設置し， 廃 液

処理施設の運営及び実験廃液等の取扱い指導を行っ

ている。さらに構内 の排水分析を自主的に行い， 排

水の学内 監 視 を し ている大学も見受けられる。本学

でもこれらに積極的に取り組ん でいる大学を見習 っ

て， 全学委員会組織を設置 し． 排水に問題 ある時は

全学的立場から分析結果を点検し， 是正措 置を講 じ

ていかなければならない。

イ） 全学委員会組織

廃液等及び排水設備の安全管理と排水監視体制を

含む 全学委員会組織の設置が是非必要である。任務

と しては． 廃液 ・ 排水． 有害化学物 質，産業廃棄物，

大気環境， 悪臭， 騒音等が対象になる。

組織図については種々考えられるが， 大学として

最適な運営形態について早急に検討を始めなければ

ならない。その中で廃 液処理施設が全学及び学部講
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官 会， 環境教育 と 学 内 排水分析 に 取 り 組め る よ う に，

人 的 及 び 金 銭 的 学 内 支 援 を 組織化 の 中 で 十分 に 考 慮

す べ き で あ る 。 そ れ が 困 難 な 時 に は， 有機廃液 の 外

部委託処理 や 外注処理 に 向 け て 廃 液処理施設運営委

員 会 で検討 を 始 め る 必要 が あ る 。

全学委 員 会 が十分 な 機 能 を 果 た す た め に は ． 環 境

計 画 （Plan） → 実 施 （Do） → 点検 （Check） →対応

報 号 外

(Action） の 環境管理 シ ス テ ム (ISO 1400 1 規 格 ） に

従 っ て， 問 題 あ る 時 に 迅速 に 対応 が と れ る よ う に 各

学部へ の 注意， 立入 り 検査 及 び改 善命令権 を も た せ

る こ と が大切 で あ る 。 こ の よ う な シ ス テ ム を 円 滑 に

動 か す こ と に よ っ て ． 排水 に 対 す る 各学 部 の 責 任 体

制 を 明確 に す る こ と がで き る 。

廃 液 等 問 題 検 討 委 員 会 審 議 日 程

第 1 回 委 員 会 平成 10年 10 月 23 日 （金）

第 2 回 委 員 会 平成 10年 1 1 月 13 日 （金）

第 3 回 委 員 会 平成10年 1 1 月 27 日 （ 金 ）

第 4 回 委 員 会 平成 10年 12月 1 1 日 （ 金 ）

第 5 問 委 員 会 平 成 10年 12 月 25 日 （金）

第 6 回 委 員 会 平成11年 1 月 8 日 （ 金 ）

第 7 回 委 員 会 平成11年 1 月 22 日 （ 金 ）

廃 液 等 問 題 検 討 委 員 会 名 簿

職 名 氏 名 職 名 氏 名

人 文 学 部 助 教 授 村 井 文 夫 理 学 部 助 教 授 O 笠 原 一 世

人 文 学 部 助 教 授 回 村 俊 介 工 f且A－ 部 教 授 O 加 藤 勉

教 育 学 部 教 授 O 竹 内 茂 嫡 工 且寸4ー 部 教 授 石 原 外 美

教 育 学 部 教 授 手 塚 昌 郷 水 素 同 位体機能研 究 セ ン タ 一 助教授 波 多 野 雄 治

経 済 学 部 助 教 授 渡 塗 知 行 地 域 共 同 研 究 セ ン タ ー 講 師 米 山 嘉 治

経 済 学 部 講 師 内 回 康 �� 廃 液 処 理 施 設 長 （ 工 学 部 教 授 ） 。 長 谷 川 淳

理 学 部 助 教 授 若 杉 達 也 計 13 名

。 は 委 員 長， O は 作業部会委 員 を 示 す 。
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昌司己己主）＠）昌司

学長補佐 に 能登谷久公学生部長並び に 小津 浩人文学部教授が就任

平 成 1 1年 4 月 1 日 付 け で ， 能登谷久公学 生 部 長 並 び に

小津 浩 人文学部教授が学 長補佐 に 就任 さ れ ま し た 。 任

期 は ， 平 成 1 1 年 4 月 1 日 か ら 2 年 間 。 両 氏 の 主 な 経 歴 及

び抱負 は 次 の と お り で す 。

能登谷学生部長 は ， 昭 和 36年

3 月 に 富 山 大学工学部 を 卒業後，

同 4 月 に 富 山 大学工学部助手 に

採 用 さ れ， 講 師 ， 助 教授 を 歴 任

後， 平成 3 年 4 月 教授 に 昇 任 さ

れ ， 現在 に 至 っ て い ま す 。

平成 9 年 5 月 か ら 学 生部長 に

併任 さ れ て い ま す 。

専 門 は ． 生 産 精 密 加 工 学， 富 山 県 出 身。

（就任 の 抱 負 ）

こ の 度 ， 学生部長兼任 の 学長補佐 を 拝命す る こ と と な

り ま し た 。 従 来 ， 大学 は 自 由 な 研 究 と 教育 の 場 で あ り ま

し た が， 進学率 の 向 上 に よ っ て ， 同 年 代 の 二 人 に 一 人 が

大学 に 進 学 し ， そ の 70% を 私 学 が教 育 す る よ う に な り ，

経 費 の 約3/4が 国 費 で あ る 国 立 大学 は ， 外部 か ら 厳 し い

評価 を 受 け る 時 世 と に な り ま し た 。 非 力 で は あ り ま す が，

大学運営 の 透 明 性 の 確保， 各分野 の 研 究 の 活 性 化 並 び に

多様 な 学生 に 対 す る 教育 の 実 施 に 向 け て 努力 を 重 ね て 参

り た い と 考 え て お り ま す 。

小 津教授 は ， 昭 和 38年 7 月 国

際 基 督 教 大 学 教 養 学 部 を 卒 業，

同 46年 3 月 東京教育大学大 学 院

文学研究科修士課程 を 修 了 ， 同

51年 3 月 東京教育大学大学 院 文

学研究科博士課程 を 単位取得 退

学 後 ， 同 年 4 月 富 山 医 科 薬 科 大

学 医学部助教授 に採用 さ れ， 平

成元 年 4 月 富 山 大学 人文学部教授 と な り ． 現在 に 至 っ て

’；－. 

い ま す 。

こ の 間 ， 平成 5 年 5 月 か ら 同 7 年 5 月 ま で 評議 員 を ，

同 年 5 月 か ら 同 9 年 5 月 ま で 人文学部長 を ， 同 年 5 月 か

ら 同 1 1年 5 月 ま で 評議 員 を 併任 さ れ て い ま す 。

専 門 は ， 近代 日 本宗教史， 富 山 県 出 身 。

（就任 の 弁 ）

私 は ， こ れ ま で， 評議会 な どで は か な り ア ウ ト サ イ ダ ー

的 な 役割 を 演 じ て き た の で， 学 長 か ら 要請が あ っ た と き

に は ， 正直言 っ て わ が耳 を 疑 っ た 。 そ れ に ， も う 6 年 間

も 役付 き の 仕 事 を し て き て， 心 な ら ず も ， 自 分 の 研 究 や

学生 た ち を 相 当 犠牲 に し て き た の で， 殆 ど考慮 の 余 地 は

な く ， 「せ っ か く だ が」 と ， 一 度 は 即 座 に お 断 り し た 。

と こ ろ が， お 前 の よ う な 危 険人物 が指名 さ れ る と い う こ

と は ， そ れ だ け 富 山 大学 の 直面 し て い る 危機 の 深 さ の 現

れ な の だ か ら ， こ の 際 目 を つ む っ て 飛 び 込 ん で い く べ き

だ と い う 友 人 た ち の 「正論」 に 抗 し 切 れ ず， あ え て 火 中

の 栗 を 拾 う こ と に な っ た 。

学長補佐 と い う か ら に は ， 文字通 り 学 長 の 手足 と な る

こ と を 意 味す る 。 そ の 限 り で， こ れ か ら は， 苦 手 と す る

イ ン サ イ ダ ー に 徹 し な け れ ば な ら な い。 し か し， そ の こ

と は も ち ろ ん イ エ ス マ ン に な る こ と で は あ り 得 な い 。 第

一， そ れ で は 学長 の 期待 を 裏切 る こ と に も な ろ う 。 そ の

意 味 で， 舞 台 で は 黒子 に徹 し， こ れ ま で の カ タ キ 役 は も っ

ぱ ら 舞 台 裏 で 演 じ れ ば よ い の だ， と 自 分 に 言 い 開 か せ て

い る 。 そ れ に し て も ， こ れ か ら は 酒 の 量 が ま た ま た 増 え

て い き そ う で あ る 。
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